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はじめに 

 

近年、地球温暖化の防止や生物多様性の保全など、世界的に緑の重要性が再認識され

ています。加えて名古屋のような都会では夏の酷暑日や熱帯夜が年々増加しており、ヒ

ートアイランド現象の緩和など、人々が安全・快適に生活するためにも緑の存在は欠か

せません。 

名古屋市は公園や街路樹の整備等により、平成 2年から平成 17年の 15年間で、新

たに約 420haの緑を確保いたしましたが、市域全体では、民有地における土地利用の

転換等により、中村区 1つ分に相当する 1,643haもの緑が失われました。今後、市域

の緑を確保していくには、市・市民・事業者が共に手を携えて取り組んでいく必要があ

ると考えております。 

そのため、名古屋市では、一定規模以上の敷地を有する建築物の新築等を行う場合に

緑化を義務付ける「緑化地域制度」を平成 20年 10月 31日から導入しています。導

入により、建蔽率や容積率などと並んで、「緑化率」が建築の際に守らなければならない

要件となったことから、市民、事業者も参加する緑のまちづくりの第一歩に踏み出した

と考えております。 

緑化地域制度の施行にあたっては、緑を建築物に対する単なる規制条件として数値的

に扱うのではなく、都市全体で共有する環境資産として捉え、より良質な緑化が維持さ

れていくことが望まれます。そのためには、建築や造園、不動産などの業務に携わる実

務者の方々の手元に、常に必要な知識がそろっていることが大切です。 

本マニュアルは、緑化地域制度を分かりやすく解説することを主眼にまとめたもので

すが、施工や維持管理の面から各種の緑化提案をすることにより、個々の建築における

環境や用途に見合った緑化が実現できるように編集しています。本書が緑豊かな名古屋

市の実現に多くの方々が取り組む一助となるよう、広くご活用いただくことを切に期待

しております。 

なお、本書の刊行にあたっては、（社）愛知県建築設計事務所協会、（社）愛知県造園

建設業協会、（社）愛知建築士会、（社）中部不動産協会、（社）東海住宅宅地経営協会、

（社）名古屋建設業協会、（社）日本建築家協会東海支部、（社）日本造園建設業協会愛

知県支部のご協力をいただきましたので、深く感謝申し上げます。 
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